
別表１ 地域資源等を活用した新商品・新サービス開発支援事業 

事業名 事業内容 助成対象者 助成対象経費 
助成率及び

助成限度額 

地域資源

等を活用

した新商

品・新サー

ビス開発

支援事業 

産地の技術や農林水産品、
観光資源等、富山県の地域
資源等を有効に活用して
行う事業 
 
※具体的な対象事業につ
いては下記のとおり 
 
① 富山県が指定する地
域資源等を活用し、新商
品・新サービスを開発し
ようとする事業 

② 上記①と合わせて行
う販路開拓事業 
イ 県外又は国外の 
見本市、展示会、商 
談会等への出展 

ロ 成果を PR する広報
活動 

ハ ホームページの制
作・改良 

③ その他選定委員会が
適当と認める事業 

 

中小企業者（県内

に主たる事務所を

置くものに限る。

以下この表におい

て同じ。）及び中小

企業者のグループ 

 

 

① 研究開発費：原

材料費、工具器

具・備品費（改良

費 ・ 保 守 費 含

む。）、産業財産権

導入経費、試験・

検査費、委託費

（外注加工費、技

術コンサルタン

ト料、デザイン

料、設計費、調査

研究費等） 

② 専門家謝金・旅

費：専門家謝金、

専門家旅費 

③ 見本市等出展

経費：小間料、小

間装飾料、展示物

輸送料 

④ その他経費：会

場借料、会場整備

費、印刷製本費、

資料購入費、通信

運搬費、備品借上

料、広告宣伝費、

通訳料、翻訳料、

原稿料、委託料、

従業員等の旅費 

 

※ 販売を主たる

目的とする見本

市・展示会等は、

助成対象としな

い。 

助成率は助

成対象経費

の２分の１

以内とし、

助成限度額

は 2,000 千

円とする。 

 

※ 工具器

具・備品

費（改良

費・保守

費含む。）

分 は

1,000 千

円以内と

する。 

 農商工

連携・

異業種

連携枠 

中小企業者等と農林漁業
者の連携体又は異なる業
種の中小企業者の連携体
が双方の経営資源を活用
して行う事業 
※具体的な対象事業に 

ついては下記のとおり 
 
①  上記連携体が新商品・

新サービスを開発しよ
うとする事業 

② 上記①と合わせて行
う販路開拓事業 
イ 県外又は国外の 
見本市、展示会、商 
談会等への出展 

ロ 成果を PR する広報
活動 

ハ ホームページの制
作・改良 

③ その他選定委員会が
適当と認める事業 

① 中小企業者若

しくは創業者

又は自ら事業

を行う NPO 等

（県内に主た

る事務所を置

く も の に 限

る。）と農林漁

業者（県内で事

業を営むもの

に限る｡）との

連携体 

② 異なる業種の

中小企業者の

連携体 

助成率は助

成対象経費

の３分の２

以内とし、

助成限度額

は 2,000 千

円とする。 

 

※ 工具器

具・備品

費（改良

費・保守

費含む。）

分 は

1,000 千

円以内と

する。 



別表２ ものづくり技術開発促進事業 

事業名 事業内容 助成対象者 助成対象経費 
助成率及び

助成限度額 

ものづくり

技術開発促

進事業 

ものづくり産業の競

争力強化のため、新商

品・新技術の研究開発

に取り組む事業 

中小企業者 

（県内に主たる事

務所を置くものに

限る。以下この表

において同じ。）及

び中小企業者のグ

ループ 

① 研究開発費：原

材料費、工具器具・

備品費（改良費・保

守費含む。）、産業

財産権導入経費、

試験・検査費、委託

費（外注加工費、技

術コンサルタント

料、デザイン料、設

計費、調査研究費

等） 

② 専門家謝金・旅

費：専門家謝金、専

門家旅費 

③ 研究開発に伴う

その他経費：会場

借料、会場整備費、

印刷製本費、資料

購入費、通信運搬

費、備品借上料、通

訳料、翻訳料、原稿

料、従業員等の旅

費 

 

※  販路開拓経費

は、助成対象とし

ない。 

助成率は助

成対象経費

の２分の１

以内とし、

助成限度額

は 3,000 千

円とする。 

 

※ 工具器

具・備品

費（改良

費・保守

費含む。）

分 は

1,000 千

円以内と

する。 

  



別表３ 伝統工芸産業支援事業 

事業名 事業内容 助成対象者 助成対象経費 
助成率及び 

助成限度額 

伝統工芸

産業支援

事業 

富山県内の伝統工芸品
（経済産業大臣指定６
品目及び富山県指定５
品目）を有効に活用して
行う事業 
 
※具体的な対象事業に
ついては下記のとおり 
 
① 富山県内の伝統工
芸品を活用し、新商
品・新サービスを開発
しようとする事業 

② 上記①と合わせて
行う販路開拓事業 
イ 県外又は国外の 
見本市、展示会、商 
談会等への出展 

ロ 成果を PR する広
報活動 

ハ ホームページの
制作・改良 

③ その他伝統工芸産
業活性化に寄与する
事業として選定委員
会が適当と認めた事
業 

中小企業者

（県内に主

たる事務所

を置くもの

に限る。以

下この表に

お い て 同

じ。）及び中

小企業者の

グループ又

は伝統工芸

産地組合等 

① 研究開発費：原材

料費、工具器具・備品

費（改良費・保守費含

む。）、産業財産権導

入経費、試験・検査

費、委託費（試作品製

作費、外注加工費、技

術コンサルタント

料、デザイン料、設計

費、調査研究費等）、

使用料・賃借料 

② 専門家謝金・旅

費：専門家謝金、専

門家旅費 

③ 見本市等出展経

費：小間料、小間装

飾料、展示物輸送料 

④ その他経費：会場

借料、会場整備費、

印刷製本費、資料購

入費、通信運搬費、

備品借上料、広告宣

伝費、通訳料、翻訳

料、原稿料、委託料、

従業員等の旅費 

 

※販売を主たる目的

とする見本市・展示

会等は、助成対象と

しない。 

助成率は助成

対象経費の２

分の１以内と

し、助成限度

額は 3,000 千

円とする。 

 

※  工 具 器

具・備品費

（改良費・

保 守 費 含

む。）分は

1,000 千円

以 内 と す

る。 

 

 

 

 

 

 



別表４ 販路開拓強化支援事業 

事業名 事業内容 助成対象者 助成対象経費 
助成率及び助成

限度額 

販路開拓強

化支援事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県外又は国外の

見本市、展示会、

商談会等への出

展事業 

 

※本事業は採択

年度の翌年度、

翌々年度は対象

外 

 

 

 

 

 

 

 

中小企業者（県内

に主たる事務所を

置くものに限る。

以下この表におい

て同じ。）及び中小

企業者のグループ 

 

 

 

① 見本市等出展

経費：小間料、小

間装飾料、展示物

輸送料 

② 従業員等の旅

費 

③ その他経費：会

場借料、会場整備

費、印刷製本費、

資料購入費、通信

運搬費、備品借上

料、広告宣伝費、

通訳料、翻訳料、

原稿料、委託費 

 

※ 販売を主たる

目的とする見本

市・展示会等は、

助成対象としな

い。 

 

助成率は助成対

象経費の２分の

１以内とし、助

成限度額は下記

の と お り と す

る。 

 

県外分 250千円 

※ただし、首都

圏（東京、神奈

川、千葉、埼玉）

の展示会等に出

展 す る 場 合 は

350千円 

国外分 500千円 

※県外分との組

合せ可、ただし、

県外分の限度額

は上記のとおり 

 

 見本市等

共同出展

支援事業 

県外の見本市・

展示会等に共同

出展し、受注獲

得を目指す事業 

 

※見本市・展示

会等において、

県内ものづくり

産業の魅力集積

等について、広

報を行うこと。 

組合等（県内に主

たる事務所を置く

ものに限る。）又は

中小企業者（県内

に主たる事務所を

置くものに限る。）

のグループ 

※共同出展する企

業が 15 社以上の

ものに限る。 

※構成員のうち、

中小企業者の割合

が 2/3 以上である

こと。 

助成率は助成対

象経費の３分の

２以内とし、助

成 限 度 額 は  

5,000 千円とす

る。ただし、下限

額は 3,000 千円

とする。 

次の要件を全て

満たす場合の助

成 限 度 額 は

7,500 千円とす

る。 

 

①共同出展する



企業が 25社以上

かつ出展企業の

半数以上が前回

出展時と異なる

こと 

②商談件数、成

約件数を向上さ

せるため県内企

業や業界に精通

したコンシェル

ジュを展示会出

展時に配置する

こと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



別表５ 小規模企業応援事業 

事業名 事業内容 助成対象者 助成対象経費 
助成率及び 
助成限度額 

小 規 模
企 業 応
援事業 

小規模企業における下記
のいずれかの要件を満た
す販路開拓、新商品･新技
術開発、事業活動を支える
人材育成事業 
 
(1) ２社以上の小規模企
業の連携によるもの 

 
(2) 商工団体の経営指導
を受けた事業計画に基
づく事業でかつ意見書
が添付されているもの 

 
※ 具体的な対象事業に
ついては下記のとおり 

 
① 新商品・新技術の研
究開発に係る事業 

② 販路開拓事業 
イ 県外又は国外の見 
本市、展示会、商談会
等への出展 

ロ ①の成果を PRする
広報活動 

ハ ホームページの制
作・改良 

③ 人材育成事業 
各種研修、講習、発表

会等の開催又は参加
（県主催の事業への参
加費用は除く。） 

④ その他選定委員会が
適当と認める事業 
 

小規模企業
者（県内に
主たる事務
所を置くも
のに限る。
以下同じ。）
及び小規模
企業者のグ
ループ 

① 設備整備費：試作
品開発に必要な機
械装置、構築物（簡
易なもの） 

② 研究開発費：原材
料費、工具器具・備
品費（改良費・保守
費含む。）、産業財産
権導入経費、試験・
検査費、委託費（外
注加工費、技術コン
サルタント料､デザ
イン料､設計費､調査
研究費等） 

③ 専門家謝金・旅
費：専門家謝金、講
師謝金、専門家旅費 

④ 見本市等出展経
費:小間料､小間装飾
料､展示物輸送料 

⑤ その他経費：会場
借料、会場整備費、
印刷製本費、資料購
入費、通信運搬費、
備品借上料、広告宣
伝費、通訳料、翻訳
料、原稿料、委託料、
従業員等の旅費 

 
※ 販売を主たる目
的とする見本市・展
示会等は、助成対象
としない。 

 
※ 設備整備費の「機
械装置」は主に建物
に固定され容易に
移動できないもの
とし、移動可能なも
のは研究開発費の
「工具器具・備品
費」の区分とする。 

助成率は助成
対象経費の２
分の１以内と
し、助成限度額
は500千円とす
る。 
※  設備整備
費分は250千
円以内とす
る。 

※ 工具器具・
備品費（改良
費・保守費含
む。）分は 250
千円以内と
する。 

※  ②販路開
拓事業イに
関する分は、
以下のとお
りとする。 
・  県外分
250千円 

 ※ ただし、
首都圏（東
京 ､ 神 奈
川､千葉､
埼玉）の展
示会等に
出展する
場合は 350
千円 

・  国外分
500千円 

※  県外分と
の組合せ可、
ただし、うち
県外分の限
度額は上記
のとおり 

 

 

 

 

 

 



別表６ スタートアップ挑戦支援事業 

事業名 事業内容 助成対象者 助成対象経費 
助成率及び

助成限度額 

スター

トアッ

プ挑戦

支援事

業 

県内におけるスタート

アップのロールモデル

を目指す取組みで選定

委員会が下記のいずれ

かの要件を満たすと認

めた事業 

 

① 当該事業が市場将

来性、競争優位性、収

益性、技術的実現可能

性の観点から一定の

成長可能性が認めら

れること 

② 当該事業に係る商

品・サービス等が新規

性を有し、社会課題の

解決に資すること 

 

 

※本事業の採択は一度

限りとする。 

革新的なアイ

デア、サービス

等で短期間に

急成長を目指

すスタートア

ップ企業等（た

だし、第２条第

１項第４号ア

に該当する企

業にあっては、

創業後概ね 10

年未満の企業

に限り、個人自

業主は除くも

のとする） 

 

※富山県が実

施するスター

トアップ集中

支援プログラ

ム 

「 T-Startup 

Leaders 

Program2026」

の応募企業で

あること 

① 研究開発費：原材料

費、工具器具・備品費

（改良費・保守費含

む。）、産業財産権導入

経費、試験・検査費、

委託費（外注加工費、

技術コンサルタント

料、デザイン料、設計

費、調査研究費等） 

② 専門家謝金・旅費：

専門家謝金、専門家旅

費 

③ 事業運営費：構築物

費・店舗改装費、委託

費、人件費（新規雇用

者のみ、かつ申請する

事業費全体の 50%以

内） 

④ 見本市等出展経費：

小間料、小間装飾料、

展示物輸送料 

⑤ その他経費：会場借

料、会場整備費、印刷

製本費、資料購入費、

通信運搬費、備品借上

料、広告宣伝費、通訳

料、翻訳料、原稿料、

委託料、従業員等の旅

費 

 

 

※ 販売を主たる目的

とする見本市・展示会

等は、助成対象としな

い。 

 

助成率は定

額とし、助成

限 度 額 は

1,000 千円と

する。 

 

 

 

 

 

 

 



別表７ 事業承継応援事業 

事業名 事業内容 助成対象者 助成対象経費 
助成率及び助

成限度額 

事業承継

応援事業 

 

事業承継に向け

て新たに企業価

値向上に取り組

む事業 

 

※事業承継とは、会社

においては、先代経営

者が代表取締役を退任

し、後継者が代表取締

役に就任かつ株式の過

半数超を保有すること

や、会社が営む事業に

ついて、その屋号や経

営資源等の複数を後継

者に承継し、その事業

を継続させることなど

をいい、個人事業主に

おいては、商号（屋号）

や経営資源等の複数を

承継（現代表は廃業届

を後継者は開業届を提

出するなど）し、その事

業を継続させることを

いう。 

 

※企業価値とは、企業

の事業活動からもたら

される事業価値に、事

業以外の資産価値を含

めたその企業全体の財

務的価値をいう。 

 

次の要件を全て満たす中

小企業者（県内に主たる事

業所を置くものに限る。） 

 

① 助成金の交付申請日

の属する年度において

現経営者が満 60 歳以上

であること 

② 概ね５年以内に親族、

従業員又は第三者への

事業承継を予定してい

ること 

③ 富山県事業承継ネッ

トワーク構成機関と連

携して事業承継及び企

業価値向上に取り組む

事業実施計画書を策定

し、今後も事業継続する

こと 

④ 富山県事業承継・引継

ぎ支援センターの確認

及び助言を受けて、事業

実施計画書を改善する

こと 

⑤ 富山県事業承継ネッ

トワーク構成機関又は

富山県事業承継・引継ぎ

支援センターによる経

営指導等のフォローア

ップを継続して受ける

こと 

⑥ （親族・従業員承継の

場合は）富山県事業承継

ネットワーク構成機関

と連携して事業承継計

画を年度内に策定予定

であること 

 

（親族・従業員以外が承継

する場合は）富山県事業承

継・引継ぎ支援センターに

譲渡相談申込をしており、

承継を想定している候補

先があること 

① 設備費：店舗・事務所

等の新築工事、増築工

事、改築工事、外構工

事、外装工事・内装工事

費用、機械装置・工具・

器具・備品の調達費用・

特定業務用のソフトウ

ェア 

② 謝金：助成対象事業

を実施するために必要

な謝金として、専門家

等に支払われる経費

（１日あたり上限５万

円） 

③ 旅費：助成対象事業

を実施するために必要

な販路開拓・PRを目的

とした国内出張及び海

外出張に係る経費（交

通費、宿泊費）の実費 

④ 外注費：助成対象事

業の実施に必要な業務

の一部を第三者に外注

（請負）するために支

払われる経費 

⑤ 委託費 ：助成対象事

業の実施に必要な業務

の一部を第三者に委託

（委任）するための費

用 

⑥ その他「企業価値向

上」に必要と認められ

る経費 

助成率は助成

対象経費の２

分の１以内と

し、助成限度額

は1,000千円と

する。 

 

 



別表８ 小規模事業者事業再建支援事業 

事業名 事業内容 助成対象者 助成対象経費 
助成率及び助成

限度額 

小規模事

業者事業

再建支援

事業 

国の小規模事業者

持続化補助金（一般

型・通常枠）を活用

して取り組む新商

品開発や販路開拓

など事業再建に向

けた事業 

 

令和６年能登

半島地震で直

接被害を受け

た小規模事業

者（県内に主た

る事務所を置

く も の に 限

る。） 

 

※国の小規模

事業者持続化

補助金（災害支

援枠）の交付決

定を受けた事

業者は対象外

とする。 

 

国の小規模事業者持続化

補助金（一般型・通常枠）

の補助対象経費に準ず

る。 

助成率は助成対

象経費の３分の

２以内とし、助

成限度額は 500

千円とする。 

 

 

 

 


